
お知らせ

　五十肩の症状は三期に分けられ、一般に発症から約２週間の
急性期、その後約６ヵ月間の慢性期を経て回復期に至ります。
急性期には運動時痛に加えて安静時痛や夜間痛が出現し、徐々
に関節拘縮が現れて肩の可動域が制限されます。慢性期には
徐々に痛みが軽減し日常生活でも患肢をかばう必要がなくなり
ます。回復期には痛みが軽減し生活に支障はなくなり、徐々に
可動域が自然回復します。治療方針は肩関節の痛みを和らげて、
かつ可動域を改善することです。急性期の痛みの強い時期には
荷物や肩を上げる動作で肩に負担をかけないようにし、比較的
安静を保ちます。慢性期や回復期では痛みの状態を確認しなが
ら、関節の拘縮を改善する運動で積極的に肩を動かすようしま
す。除痛には薬物療法が有効で、鎮痛薬を使用し、痛みが強い
場合には肩関節に局所麻酔薬やヒアルロン酸
を注射する除痛法もあります。薬物療法、運
動療法、理学療法で改善することが多いため、
ほとんどの症例で手術は必要ありません。
　肩関節の拘縮が残存した場合に侵襲性の低
い関節鏡視下授動術などを施行することがあ
ります。

　
今
回
は
、
労
働
問
題
に
つ
い
て
お
話

し
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
は
、
有
給
休
暇
を
取
得
し

て
い
ま
す
か
？

　
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に
つ
い
て
、

労
働
基
準
法
で
は
、『
６
か
月
継
続
し

て
勤
務
』
か
つ
『
労
働
日
の
８
割
以
上

勤
務
』
し
た
労
働
者
に
対
し
て
、
１０
日

分
の
有
給
休
暇
の
付
与
を
定
め
て
い
ま

す
（
労
働
基
準
法
３９
条
１
項
２
項
）。

　
も
っ
と
も
、
労
働
者
が
希
望
す
る
日

に
必
ず
有
給
休
暇
を
取
得
で
き
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。

　
使
用
者
側
の
業
務
遂
行
が
滞
っ
て
し

ま
う
場
合
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
そ
の
た
め
法
は
、
有
給
休
暇
の
付
与

が
『
事
業
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場

合
』
に
は
年
次
有
給
休
暇
の
時
期
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
ま

す
（
同
３９
条
５
項
た
だ
し
書
き
）。

　
残
業
代
に
つ
い
て
も
法
の
定
め
が
あ

り
ま
す
。

　
法
は
、
時
間
外
、
休
日
、
深
夜
労
働

に
関
す
る
使
用
者
の
割
増
賃
金
支
払
義

務
を
定
め
て
い
ま
す
（
法
３７
条
）（
た

だ
し
、
労
使
協
定
で
変
形
労
働
時
間
制

が
定
め
て
あ
る
場
合
等
は
別
途
検
討
を

要
し
ま
す
）。

　
時
間
外
労
働
と
は
１
日
８
時
間
・
週

４０
時
間
を
超
え
る
労
働
を
い
い
ま
す
。

　
ま
た
、
深
夜
労
働
と
は
、
午
後
１０
時

か
ら
午
前
５
時
ま
で
の
労
働
を
い
い
ま

す
。

　
仕
事
は
、
私
た
ち
労
働
者
の
生
活
を

支
え
、
生
き
が
い
や
喜
び
を
与
え
て
く

れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
が
、
仕
事
の

し
過
ぎ
は
か
え
っ
て
私
た
ち
労
働
者
の

生
活
を
脅
か
す
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
ラ
イ

フ
バ
ラ
ン
ス
）
の
実
現
が
住
み
よ
い
社

会
の
実
現
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か

な
と
思
い
ま
す
。

　
住
み
よ
い
社
会
の
実
現
の
た
め
に
、

労
働
者
も
使
用
者
も
、
ま
ず
は
法
に
定

め
ら
れ
た
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
が
第

一
歩
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　
有
給
休
暇
や
残
業
代
請
求
に
関
す
る

ご
相
談
、
そ
の
ほ
か
解
雇
や
退
職
勧
奨

に
関
す
る
ご
相
談
な
ど
、
労
働
問
題
に

関
す
る
ご
相
談
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
当

事
務
所
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
収
入
要
件
を
満
た
す
な
ど
、
場
合
に

よ
っ
て
は
無
料
で
法
律
相
談
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

ご
相
談
の
ご
予
約
は

０
５
０

－

３
３
８
３

－

５
５
６
３
ま
で

（
法
テ
ラ
ス
江
差
　
弁
護
士
　
廣
田
朋
子
）

労
働
問
題
に
つ
い
て

受付 　8時～11時30分（初診の方は、９時から）
時間 13時～14時30分
予約受付時間（定期患者のみ）13時～16時 ※診療日は、予定であり変更になる場合もあります。事前に病院にご確認の上、受診してください。
☆職員募集のお知らせ：臨時および看護師職員、臨時看護助手を常時募集しております。（離職した方でも、正職員として再
　就職可能です。）助産師、薬剤師、臨床工学技士も募集しております。☎52－0036（内線202）　総看護師長 中野
　次回の職員試験実施予定日は1月21日です。詳しくは、北海道病院管理室ホームページへ

診
療
科
に
よ
っ
て
、曜
日
に
よ
っ
て
担
当
医
が
変
わ
り
ま
す
。御
確
認
く
だ
さ
い
。

1月の外来診察日程
整 形 外 科 午前　月曜日から金曜日

循環器内科 午前　月曜日から金曜日
午後　月曜日と金曜日

消化器内科 午前　月曜日から金曜日
午後　火曜日

呼吸器内科 午前　金曜日
午後　木曜日

総合診療（外科） 午前　火曜日と水曜日と木曜日
外 科 午前　１３日のみ

小 児 科 午前　月曜日から金曜日
　　　午後からの受診は事前に連絡願います。

泌 尿 器 科 午前　月曜日から金曜日
午後　水曜日

精 神 科 午前　月曜日から金曜日
午後　月曜日

産 婦 人 科 午前　月曜日から金曜日

耳鼻咽喉科
午前　４日・１１日・１２日・１７日・１８日
　　　２５日・２６日・３１日
午後　１１日・２５日

眼 科
午前　１２日・１９日
　　　（予約以外の方は１０時までに受付）
午後　１１日・１８日・２５日

皮 膚 科 午前　火曜日
神 経 内 科 　　　６日・２０日

りら先生の肩疾病講座（その２）

☆年末年始のお休みは
　12月29日（木）から1月3日（火）です。
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